
総務部財政課

・

うち引上げによる増収相当額

単位：千円

国県
支出金

その他
うち引上げによる
増収分充当額

生活困窮者自立支援事業
＜各種支援業務委託料等＞

86,702 55,866 0 30,836 20,438

障害者福祉サービス事業
＜日常生活用具給付費＞

54,297 22,111 0 32,186 15,967

障害者福祉サービス事業
＜障害福祉サービス自己負担分給付費（障害児）＞

36,296 0 0 36,296 24,056

小児医療助成事業
＜小児医療費扶助費＞

1,208,978 138,706 30 1,070,242 459,530

特定教育・保育施設支援事業
＜施設型給付費等＞

5,005,844 3,374,277 271,391 1,360,176 567,623

特定地域型保育支援事業
＜小規模保育事業・家庭的保育事業＞

444,089 325,637 0 118,452 78,508

国民健康保険事業特別会計繰出金
＜国民健康保険事業保険基盤安定負担金繰出金＞

765,249 582,323 0 182,926 73,763

介護保険事業特別会計繰出金
＜介護保険事業介護給付費繰出金等＞

2,494,612 106,771 0 2,387,841 448,467

後期高齢者医療事業特別会計繰出金
＜後期高齢者医療事業保険給付費繰出金＞

1,924,374 0 0 1,924,374 362,521

予防接種事業
＜各種予防接種委託料等＞

844,434 45,314 0 799,120 279,340

母子保健事業
＜妊産婦・乳幼児等の健康づくり事業＞

202,454 33,303 0 169,151 28,877

13,067,329 4,684,308 271,421 8,111,600 2,359,090

【別紙２】消費税率引上げ分の活用について

社
会
保
険

【歳出】

事業費
一般財源

【基本的な考え方】

消費税率引上げに伴う地方消費税増収相当分（令和７年度見込額2,359,090千円）については、その額を社会保障経費に充当
する。

・ 具体的には、「社会福祉」、「社会保険」及び「保健衛生」に区分される介護・医療・児童関係費等に充当する。

区分

地方消費税交付金 4,325,000

【歳入】 単位：千円

交付見込額

保
健
衛
生

2,359,090

財源内訳

社
会
福
祉

事業名
特定財源

合計



総務部財政課
【充当する事業】 単位：千円

事業費 充当額

社会福祉 6,836,206 1,166,122

生活困窮者自立支援事業 86,702 20,438

＜各種支援業務委託料等＞

障害者福祉サービス事業 90,593 40,023

＜日常生活用具給付費＞ (54,297) (15,967)

＜障害福祉サービス自己負担分給付費（障害児）＞ (36,296) (24,056)

1,208,978 459,530

＜小児医療費扶助費＞

特定教育・保育施設支援事業 5,005,844 567,623

＜特定教育・保育施設支援事業＞

助成します。

特定地域型保育支援事業 444,089 78,508

＜小規模保育事業・家庭的保育事業＞

5,184,235 884,751

国民健康保険事業特別会計繰出金 765,249 73,763

＜国民健康保険事業保険基盤安定負担金繰出金＞

2,494,612 448,467

（2,267,633） (407,662)

（140,168） (25,199)

（86,811） (15,606)

繰り出します。

1,924,374 362,521

＜後期高齢者医療事業保険給付費繰出金＞

保健衛生 1,046,888 308,217

予防接種事業 844,434 279,340

＜各種予防接種委託料等＞

母子保健事業 202,454 28,877

＜妊産婦・乳幼児等の健康づくり事業＞

13,067,329 2,359,090

＜介護保険事業介護給付費繰出金＞

小児医療助成事業

小児医療に係る保険適用分医療費の自己負担額全額を18歳までに拡大して給付します。

小規模保育事業・家庭的保育事業等を行う事業者に対し、運営費を助成します。

生活困窮者の自立の促進を図るため、相談支援、学習・生活支援、就労支援などを行います。

介護保険事業特別会計繰出金

社会保険

障害児の障害福祉サービス自己負担分の給付を行います。

身体機能を補い日常生活を容易にするために障害者等の日常生活用具の給付を行います。

子ども・子育て支援法に基づく確認を受けた幼稚園、保育所及び認定こども園に対し、運営費等を

項目及び事業内容

保険料の軽減相当額を一般会計が負担し、国民健康保険事業特別会計に繰り出します。

A類疾病及びB類疾病の定期接種、並びに任意接種である成人風しん予防接種を行います。

要介護及び支援認定者が、介護サービス等を受けた時の費用の金額の一部を一般会計が負担し、

地域支援事業にかかる必要経費の一部を一般会計が負担し、介護保険事業特別会計に

＜地域支援事業繰出金＞

合計

保険給付費の一部を一般会計が負担し、後期高齢者医療事業特別会計に繰り出します。

妊産婦・乳幼児等の健康診査や産後ケアなど健康づくりに必要な経費を措置します。

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

保険料の軽減相当額を一般会計が負担し、介護保険事業特別会計に繰り出します。

＜低所得者保険料軽減繰出金＞

介護保険事業特別会計に繰り出します。


